
 

◇要介護者等移動制約者の輸送又は過疎地域ボランティア輸送の道路運送法取扱い◇ 
 
 

 

 

 

介護輸送ガイドライン

指定訪問介護事業所等 

ですか？

要介護者等の有償移送 

サービスを行っていますか？

道路運送法の許可が必要です

○ 非営利法人ですか？ 

手続き不要 

B 

 

公的介護サービス等と

連続一体の移送を 

行っていますか？

公的介護サービス等と 

無関係の有償移送サービス

は行っていますか？

移送は自社保有車両で 

行っていますか？

道路運送法の許可が必要です 

○ 非営利法人ですか？ 

委託先は道路運送事業者 

又は８０条許可者ですか？

委託先への輸送の対価を 

支払っていますか？ 

移送はヘルパー等が 

乗務していますか？

自家用自動車有償運送許可を 

取得しますか？ 

道路運送法の許可が必要です

○ ヘルパー車両の許可も 

取得しますか？

地域の運営協議会は 

設置されていますか？ 
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手続き不要

手続き不要

受託者は違法※「白タク」 

YES

NO 

A 

◎ 運営協議会参加を 
市区町村・運輸支局等に相談 

◎ 運営協議会設置を 
市区町村に相談 

一般乗用旅客自動車運送事業
(患者等輸送事業)許可申請

〔運輸局〕

自家用自動車有償運送許可申請
〔運輸支局〕 

一般乗用旅客自動車運送事業 
(患者等輸送事業)許可申請 

〔運輸局〕 

手続き不要 

YES 

YES 

YES

NO NO 

NO 

A B

B

NO

運転業務の外部委託も違法

※ 運送受託者が、委託者や利用者 
から輸送の対価を収受すれば道路
運送法違反（白タク行為） 
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